
議案第１０号 

 

山口県市町総合事務組合の共同処理する事務及び規約の変更について 

地方自治法第２８６条第１項の規定により、平成２７年４月１日から山口県

市町総合事務組合の共同処理する事務及び山口県市町総合事務組合規約（平成

１８年指令平１８市町第８１５号）の一部を次のとおり変更することについて、

同法第２９０条の規定により議会の議決を求める。 

 

平成２７年２月２０日提出 

 

                  山陽小野田市長 白 井 博 文 

 

１ 変更する事務 

山口県市町総合事務組合規約第３条第６号及び第７号に規定する事務を共

同処理する団体に柳井市を追加する。 

 

２ 山口県市町総合事務組合規約の一部を改正する規約 

別表第２の６の項及び７の項中「長門市」を「長門市、柳井市」に改める。 

附 則 

この規約は、平成２７年４月１日から施行する。 



議案第１０号 参考資料 
 

山口県市町総合事務組合規約 新旧対照表 
 

改正後 改正前 

 
別表第２ 組合の共同処理する事務と地方公共
団体（第３条関係） 
共同処理す
る事務 共同処理する団体 

１（略） （略） 

２（略） （略） 

３（略） （略） 

４（略） （略） 

５（略） （略） 

６ 第３条

第６号に

規定する

事務 

下松市、光市、長門市、柳井

市、周防大島町、和木町、上

関町、田布施町、平生町、阿

武町、柳井地区広域消防組

合、周東環境衛生組合、玖珂

地方老人福祉施設組合、玖西

環境衛生組合、田布施・平生

水道企業団、熊南総合事務組

合、周陽環境整備組合、周南

東部環境施設組合、周南地区

衛生施設組合、周南地区福祉

施設組合、養護老人ホーム秋

楽園組合、宇部・阿知須公共

下水道組合、養護老人ホーム

長生園組合、豊浦・大津環境

浄化組合、光地区消防組合、

柳井地域広域水道企業団、山

口県後期高齢者医療広域連

合、山口県市町総合事務組合 

７ 第３条

第７号に

規定する

事務 

下松市、光市、長門市、柳井
市、周防大島町、和木町、上
関町、田布施町、平生町、阿
武町 

８（略） （略） 

９（略） （略） 

10 （略） （略） 
 

 
別表第２ 組合の共同処理する事務と地方公共
団体（第３条関係） 
共同処理す
る事務 共同処理する団体 

１（略） （略） 

２（略） （略） 

３（略） （略） 

４（略） （略） 

５（略） （略） 

６ 第３条
第６号に
規定する

事務 

下松市、光市、長門市、周防

大島町、和木町、上関町、田

布施町、平生町、阿武町、柳

井地区広域消防組合、周東環

境衛生組合、玖珂地方老人福

祉施設組合、玖西環境衛生組

合、田布施・平生水道企業団、

熊南総合事務組合、周陽環境

整備組合、周南東部環境施設

組合、周南地区衛生施設組

合、周南地区福祉施設組合、

養護老人ホーム秋楽園組合、

宇部・阿知須公共下水道組

合、養護老人ホーム長生園組

合、豊浦・大津環境浄化組合、

光地区消防組合、柳井地域広

域水道企業団、山口県後期高

齢者医療広域連合、山口県市

町総合事務組合 

７ 第３条

第７号に

規定する

事務 

下松市、光市、長門市、周防
大島町、和木町、上関町、田
布施町、平生町、阿武町 

８（略） （略） 

９（略） （略） 

10 （略） （略） 
 

 


